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平成２３年度マイカー規制に係る事業内容（案） 
 
 
平成 23 年度のマイカー規制については、下記にあげた項目の実施の必要がある。 
そのため、マイカー規制協議会の予算内で実施することと、各構成員に実施をお願いす

ることについて、皆様とご相談しながら決定する必要がある。 
 
○ 警備員の配置 
 ・道道知床公園線の五湖ゲートに規制期間（35 日）中全日、1 名を配置。 
 ・各駐車場（自然センター、知床五湖）の駐車場について、混雑状況の予測に応じて警

備員を配置。 
 
○ 現地管理調整業務 
 ・巡視員の指導・訓練等 
 ・知床五湖駐車場混雑状況の調査 
 ・カムイワッカの利用状況調査 
 
○ 利用動態調査 
 ・アンケート調査 
 
○ 車両通行量調査 
 
○ カムイワッカにおける停車台数および駐車実態調査 
 
○ カムイワッカへの仮設トイレ及び更衣室の設置 
 
○ 看板の改修、設置・回収 
 ・ウトロから自然センター周辺にかけてマイカー規制周知看板の設置 
 
○ チラシの作成・配布 
 ・効果的なチラシ及び配布先を検討しつつ進める 
 
○ 現地巡視 
 ・関係者間で連携をとりつつ進めていく予定 
 
○ マイカー規制期間以外に混雑が予測される日の対応 


